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新株予約権に係る発行登録の取下げに関するお知らせ 

 

当社は、2018 年 2 月 21 日付「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続（廃

止）について」でお知らせのとおり、当社株式の大量買付行為に関する対応策について、これを継続せず、

その有効期間が満了する 2018年 3月 23日をもって廃止することを決定いたしました。 

本決定に伴い、当該の対応方針に関する下記の新株予約権の発行登録を、2018 年 3 月 23 日をもって取

り下げますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 募集有価証券の種類 新株予約権証券 

 

２． 発行予定期間  2017年 4月から 2019年 4月まで 

 

３． 募集方法  株主割当 

 

４．発行予定額  4億円 

(上記は、新株予約権証券の発行価額の総額（無償）に新株予約権の行使に

際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額) 

 

 

以 上 

 


